
 

事 務 連 絡  

令和４年 11月 11日  

 

一般社団法人 全国木材組合連合会 

 日本合板工業組合連合会 

 一般社団法人 全国 LVL協会 

日本合板商業組合 

 日本木材輸入協会 

一般社団法人 日本木材輸出振興協会 

 

  

 

林野庁林政部木材産業課長  

      木材利用課長  

 

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」策定について 

 

 日頃より林業・木材産業行政にご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、企業における人権尊重の取組を後押しするため、令和４年３月に「サプライチェ

ーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」が立ち上げられ、企業が業種横断的

に活用できるガイドラインの作成が進められてきました。その後、令和４年９月に「責任

あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（別添参照）が公表さ

れたところです。 

 貴団体におかれましては、本ガイドラインについて会員等に改めて周知・啓発を行うと

ともに、ガイドラインの趣旨に沿った取組が促進されるよう、格段のご配慮をお願いいた

します。 

 

 

 

（担当） 
木材産業課  伊豫田課長補佐（生産加工班担当） 

  電話：03-6744-2290 E-mail：nozomi_iyoda320@maff.go.jp 
 木材利用課  氏橋課長補佐（合法伐採木材利用普及指導） 
  電話：03-6744-2496 E-mail：ryosuke_ujihashi220@maff.go.jp 
 木材利用課木材貿易対策室  高島木材専門官 
  電話：03-3502-8063 E-mail：yui_takashima550@maff.go.jp 
 

御中 


